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京都府、森の京都DMO(一般社団法人森の京都地域振興社)共同企画
[企画・実施]森の京都DMO(一般社団法人森の京都地域振興社)[協力]タイムズモビリティ株式会社、西日本旅客鉄道株式会社

講師澤井健太

その一枚には、森の息吹が宿る。心身を整える一日。

写真インフルエンサー澤井健太さんと共に、写真を学びながら自然がいっぱい
の京都をめぐるバスツアー。森やお寺、心休まる写真を撮っていただけます。
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※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

(営業日・営業時間：月～金 9:00～17:00 定休日：土・日祝日)

mailto:Instagram@s_ken.ken


※小・中学生以上同額（添乗員同行、バスガイド無し）
※未成年の方の参加は親権者（または成人）様がご同行ください
[代金に含まれるもの]バス代金・昼食１回・行程内の入場料・添乗員費用・講師費用
※ツアー費用の一部を京都府が負担しています。

● （最少催行人数１名）
●

（カメラをお持ちでない場合はスマートフォンのカメラでご参加いただけます）

添乗員同行・バスガイド無 ＝バス ◎入場観光 ○下車観光

JR亀岡駅(9:15集合・9:30出発)＝◎穴太寺＝ ◎旧質美小学校
（現像講座・昼食） ＝○質美八幡宮＝◎スプリングスひよし（撮影・買物）
＝○大堰川緑地公園＝JR亀岡駅（解散17時頃予定）
※当日の交通事情により、解散時間が前後する可能性がございます。

契約解除の日
(受付については、通常営業日・時間内に限ります。)

取消料

旅行開始日
前日から
起算して、
さかのぼって

1. 11日目にあたる日以前の解除 無料

2. 10日目にあたる日以降の解除 （3～6を除く）
旅行代金の
20％

3. 7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）
旅行代金の
30％

4. 旅行開始日の前日の解除
旅行代金の
40％

5. 当日の解除（6を除く）
旅行代金の
50％

6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の
100％

●台風や荒天が予想される時は、状況に応じて旅行を事前に中止する場合がございま
す。事務局で詳細情報を確認し、場合により参加者の方に 事前確認の連絡を取らせて
いただきます。天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の
命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、事業の安全かつ円滑な
実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは、上記要件と同様
の判断とします。天災等による事前(実施日の前日まで)に中止した場合の参加費は、全
額お返しいたします。なお旅行出発当日、もしくは旅行出発後においても状況に応じて
中止を決めさせていただく場合もございますので、ご了承ください。

●個人情報の取扱について
当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様
との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行に
おいて運送 ・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のた
めに手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

●旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2026年2月1日を基準としております。又、旅行代金は2026年2月1日
現在の 有効な運賃・規則を基準として算出しています。

●特別補償

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中
に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損
害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。・ 死亡補
償金：１,５００万円 ・入院見舞金：２～２０万円 ・通院見舞金：１～５万円 ・ 携行品損
害補償金：お客様１名につき～１５万円(但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とし
ます。)

●国内旅行傷害保険への加入について

ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事
故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合がありま
す。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入され
ることをお勧めします。

●事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行添乗員、旅行サービス提供会社、 一
般社団法人森の京都地域振興社（森の京都DMO）にご通知ください。（もし、通知できな
い事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）総合旅行業務取扱管
理者とは、お客様の旅行を取扱う団体での取引に関する責任者です。この旅行の契約
に際し、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質
問ください。

営業日・営業時間：月～金 9:00～17:00 定休日：土・日祝日

■入金方法のご案内/クレジットカード決済または銀行振込（振込手数料はお客様負
担となります）にて当社が指定する期日までにお支払いください。■催行中止の場合
のご案内/雨天決行。天災等により中止の場合、中止決定後代表者様にご連絡致し
ます。■利用予定バス会社/山一サービス 又は同等の会社

お申込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。

●募集型企画旅行契約

この旅行は一般社団法人森の京都地域振興社（森の京都DMO）（〒621-0804 京都
府亀岡市追分町谷筋25-30 京都府知事登録旅行業第2-696号。以下「当社」とい
います。）が企画・実施 する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型
企画旅行契約（以下「旅行契約」と いいます。）を締結することになります。また旅行条
件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終
日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期

（１）当社は、インターネット（当社ウェブサイトからお申込みください）により、旅行契約の
予約を受け付けます。申込後に、ご依頼いただいた方には請求書をご郵送いたします。
（2）旅行契約は、ご旅行代金を受領したときに成立するものとします。

●旅行代金のお支払い

請求書到着後、各出発日の７日前までにクレジットカードによるお支払い、または指定の
銀行口座へお振込ください。振込手数料は、振込人にてご負担お願いいたします。

●取消料

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として
申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行行程中のバス代金・昼食1回、拝観料・見学料・講師費用・添乗員費用 諸税・諸
費用。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しい
たしません。（自宅から受付場所までの交通費等の諸費用、及び個人的費用は本旅行
代金には含みません。）

京都府知事登録旅行業第2-696号 総合旅行業務取扱管理者：坪倉 康孝
〒621-0804 京都府亀岡市追分町谷筋25-30

#日帰り #バスツアー #自然#写真 #森の京都
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